
 

育児時短勤務手当金請求書 

組合員の記号・番号 記号 番号 
所 

属 

名 称  
所 属 コ ー ド  

所 在 地 
 

（フリガナ）  

組 合 員 氏 名 
 生 年 月 日 年   月   日 

資格取得年月日 年   月   日 
育児時短勤務の開始日・終了予定日 年   月  日      年   月   日 
請求期間（支給対象月）の初日・末日  年   月   日   年   月   日 
対象となる子の氏 名 ・出生日                           年   月   日 
育児時短勤務開始時の 

標準報酬等級及び月額 
（標準報酬等級）       
            級 

（標準報酬月額）               
                 円 

 上記のとおり請求します。 
（宛先）京都市職員共済組合理事長 

      年  月  日           住所 
 
               請求者 
 
                    氏名                               

※以下項目は総務事務センター（他任命権者においては職員課、人事課）記載欄 
① 育児時短勤務を開始する前の 1 週間の所定勤務時間                 時間 
② 支 給 対 象 月 中 の １ 週 間 の 所 定 勤 務 時 間 
※育児時短勤務の時間が週ごとに異なる場合は総取得時間を記載し 
てください。 

                時間 
（総取得時間：            

支 給 対 象 月 に 支 払 わ れ た 報 酬 の 額 
※１月あたりの通勤手当の額を含む。              円 

その他報酬に対する 
特記事項 

通勤手当：１ 有   ２ 無 （該当するものに〇で囲んでください。） 

１月あたりの通勤手当の額：              円 

※標準報酬の月額等の決め方と同様の取扱いです。  

上記の記載事項は、事実と相違ないものと認めます。 
    年  月  日           職名 
             所属所長 
            （任命権者） 

                      氏名                       
※太枠内を記入してください。 
（所属所長証明欄は、総務事務センター（他任命権者においては職員課、人事課）で記入してください。） 
  
備考１ 勤務しない期間に報酬が支払われた場合には、期間中に支払われる報酬についての所属 

機関の長又は事務担当者の証明を添付してください。 
  ２  手当金は、あらかじめ登録いただいている短期給付金口座に振り込まれます。 
  ３ 手当金通知書は、総務事務センター（他任命権者においては職員課、人事課）に届け出 

ている住所宛に送付されます。 

人 

101 ××××× 行財政局人事部厚生課

１２４００３００００

ｷｮｳｻｲ　ｸﾐｱｲ

共済　組合

京都市中京区寺町通御池上る
上本能寺前町４８８番地

令和７　　４　１５

令和７　　９　  １

令和８　　３　　３１

令和７　　９　　２９

共済　組子 令和５　１０　　　１

２２ ３００，０００

令和〇　　〇　　〇

共済　組合

京都市〇〇区〇〇町〇〇

育児時短勤務の開始日は、対象の子で育児時短勤務を取得した最初の日（令和７年４月１日
以前から取得している場合は、令和７年４月１日）を記入してください。
育児時短勤務を取得しない月があった場合は、次に育児時短を取得した日を記入してください。

請求期間は、育児時短勤務を行っている期間の月の１日から月末までを記入してください。
・初回請求時の請求期間の初日は、育児時短勤務を開始した日を記入してください。
・最終請求時の請求期間の末日は、育児時短勤務に係る子が２歳に達する場合は子が２歳に
達する日の前日（子の２歳の誕生日の前々日）を記入し、その他の事由により育児時短勤務
を終了する場合は、育児時短勤務を終了する日を記入してください。

赤枠内の事項については、所属所（市長部局であれば
総務事務センター）にて記載及び証明しますので、
記入不要です。



 イメージ図
【パターン①】継続して部分休業を取得している場合

8月 9月 10月 11月 12月
勤怠 12/1〜通常勤務
報酬 全額支給（30万） 減額支給（28万） 減額支給（27万） 減額支給（28万） 減額支給（27万）

支給対象月 対象 対象 対象 対象 対象外
標準報酬月額 28万 32万 32万 32万 32万

育児時短勤務の開始日 8月1日 8月1日 8月1日 8月1日
育児時短勤務の終了予定日 11月30日 11月30日 11月30日 11月30日
請求期間（支給対象月）の初日 8月1日 9月1日 10月1日 11月1日
請求期間（支給対象月）の末日 8月31日 9月30日 10月31日 11月30日
育児時短勤務開始時の
標準報酬等級及び月額 21等級28万 21等級28万 21等級28万 21等級28万

育児時短勤務手当金
30万≧28万のため

不支給
28万≧28万のため

不支給
27万＜28万のため

支給
28万≧28万のため

不支給
↑ ↑ ↑

育児時短勤務開始日は8月のため、標準報酬月額は8月の内容となる

【パターン②】部分休業を取得しない月がある場合

8月 9月 10月 11月 12月
勤怠 8/1〜部分休業 9/1〜通常勤務 12/1〜通常勤務
報酬 全額支給（30万） 減額支給（28万） 全額支給（30万） 減額支給（28万） 減額支給（27万）

支給対象月 対象 対象外 対象 対象 対象外
標準報酬月額 28万 32万 32万 32万 32万

育児時短勤務の開始日 8月1日 10月1日 10月1日
育児時短勤務の終了予定日 8月31日 11月30日 11月30日
請求期間（支給対象月）の初日 8月1日 10月1日 11月1日
請求期間（支給対象月）の末日 8月31日 10月31日 11月30日
育児時短勤務開始時の
標準報酬等級及び月額 21等級28万 23等級32万 23等級32万

育児時短勤務手当金
30万≧28万のため

不支給
30万＜32万のため

支給
28万＜32万のため

支給
↑

前月が全て通常勤務のため、育児時短勤務開始日リセット

【パターン③】令和７年４月１日より前から部分休業を取得している場合

3月 4月 5月 6月 7月
勤怠 7/1〜通常勤務
報酬 全額支給（35万） 減額支給（28万） 減額支給（27万） 減額支給（33万） 減額支給（27万）

支給対象月 対象外 対象 対象 対象 対象外
標準報酬月額 28万 32万 32万 32万 32万

育児時短勤務の開始日 4月1日 4月1日 4月1日
育児時短勤務の終了予定日 6月30日 6月30日 6月30日
請求期間（支給対象月）の初日 4月1日 5月1日 6月1日
請求期間（支給対象月）の末日 4月30日 5月31日 6月30日
育児時短勤務開始時の
標準報酬等級及び月額 23等級32万 23等級32万 23等級32万

育児時短勤務手当金
28万＜32万のため

支給
27万＜32万のため

支給
33万≧32万のため

不支給
↑

Ｒ7.4.1制度改正のため開始日は4/1

10/1〜部分休業

8/1〜部分休業

3/1〜部分休業


